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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

１７２ 令和６年度徳島県一般会計補正予算（第９ 財政課

号）及び令和６年度徳島県各種特別会計補

正予算並びに令和７年度徳島県一般会計予

算及び令和７年度徳島県各種特別会計予算

並びに令和７年度徳島県一般会計補正予算

（第１号）の要領を公表する件

１７３※ 物品の購入等の契約に係る一般競争入札及 管財課

び指名競争入札参加資格審査要綱の一部を

改正する告示

１７４ 特定調達契約について一般競争入札により 同

落札者を決定した件

１７５ 同 同

１７６ 森林管理重点地域の指定を解除する件 林業振興課

１７７ 土地改良区の役員の退任及び就任について 農山漁村振興課

届出があった件

１７８ 土地改良区の定款の変更を認可した件 同

１７９ 同 同

１８０ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

１８１ 道路の供用を開始する件 同



【公安委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

５※ 組織改編に伴う関係規則の整備に関する規

則



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
三
月
十
日
徳
島
県
議
会
の
議
決
を
経
た
令
和
六
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
九
号
）
及
び
令

和
六
年
度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
補
正
予
算
並
び
に
令
和
七
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
予
算
及
び
令
和
七
年

度
徳
島
県
各
種
特
別
会
計
予
算
並
び
に
令
和
七
年
度
徳
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
の
要
領
を

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
徳
島
県
企
画
総
務
部
財
政
課
、
県
庁
ふ
れ
あ
い

セ
ン
タ
ー
及
び
県
民
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。
）



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
三
号

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
の
一
部
を
改

正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和
五
十

六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
中
「
法
人
県
民
税
、
事
業
税
」
を
「
道
府
県
税
又
は
都
税
（
道
府
県
税
と
し
て
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
税
目
に
限
る
。
）
」
に
、
「
の
証
明
書
」
を
「
の
証
明
書
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
本
店
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
法
人
県
民
税
、
事
業
税
」
を
「
県
税
」
に
改
め
、

同
条
第
十
号
中
「
又
は
法
人
県
民
税
、
事
業
税
、
特
別
法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税
の
納
税
証
明

書
」
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
。
以
下
「
変
更
届
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
一
般
競
争
入
札
（
指
名
競
争
入
札
）
参
加
資
格
審
査

申
請
書
に
係
る
資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
四
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

令
和
七
年
度
徳
島
県
公
用
車

六
十
二
台
（
リ
ー
ス
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
三
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

阿
波
銀
リ
ー
ス
株
式
会
社

徳
島
市
か
ち
ど
き
橋
一
丁
目
七
番
地

五

落
札
金
額

一
億
千
九
百
三
十
一
万
六
千
百
二
十
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
五
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の

で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第

三
百
七
十
二
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

令
和
七
年
度
徳
島
県
公
用
車

四
百
台
（
リ
ー
ス
バ
ッ
ク
）

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
企
画
総
務
部
管
財
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
三
月
十
一
日

四

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

オ
リ
ッ
ク
ス
自
動
車
株
式
会
社

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
二
二
番
八
号

五

落
札
金
額

九
千
二
百
七
十
三
万
二
千
五
百
三
十
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七

一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
六
号

徳
島
県
豊
か
な
森
林
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
五
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
森
林
管
理
重
点
地
域
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

指
定
の
種
別

第
二
種
森
林
管
理
重
点
地
域

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域

那
賀
郡
那
賀
町
海
川
字
旭
五
一
、
六
一
の
二
、
七
三
の
一
、
七
三
の
五
、
七
四
の
一
、
八
〇
及
び
八

五
の
一
並
び
に
字
エ
ノ
キ
タ
ニ
一
二
の
一
、
一
三
の
一
、
二
〇
の
一
及
び
二
四
並
び
に
字
ヲ
フ
ウ
チ
三

〇
の
一
並
び
に
字
西
俣
四
、
三
九
、
五
九
の
一
、
五
九
の
二
、
六
一
、
六
四
、
六
五
、
九
一
の
一
、
九

一
の
二
、
一
○
九
、
一
○
九
の
二
及
び
一
二
三
の
二
並
び
に
字
東
俣
三
六
の
一
、
三
六
の
二
、
三
八
、

四
〇
、
一
一
六
、
一
一
八
、
一
一
九
、
一
二
一
、
一
三
五
の
一
、
一
三
八
及
び
一
七
四
の
二
並
び
に
字

本
郷
八
並
び
に
字
南
三
七



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

江
野
島
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

松

木

伸

夫

松

木

伸

夫

阿
南
市
那
賀
川
町
江
野
島
三
六
二

同

佐

川

勝

一

同

二
一
五
―
一

同

富

永

雅

也

富

永

雅

也

同

五
六
六

同

湯

浅

衞

同

二
五
一

同

湯

浅

義

信

同

二
四
五
―
一

同

荒

浜

孝

同

四
五

同

田

中

安

夫

同

五
六
九
―
一

同

湯

浅

隆

運

同

五
九
八
―
二

同

二
反
田

和

美

二
反
田

和

美

同

四
五
七

同

尾

畑

卓

同

八
三
〇

同

杉

野

彰

一

同

二
二
八

同

美

馬

孝

史

同

八
二

同

島

村

孝

同

三
四
三
―
一

同

小

倉

敏

同

二
五
五
―
二

同

荒

井

啓

之

同

二
四
〇

同

手

塚

秀

樹

同

五
○
四

同

杉

野

康

行

同

五
五
一
―
一

同

湯

浅

裕

明

同

三
八
九

同

湯

浅

博

文

同

五
九
九
―
一

同

住

友

修

同

七
○
二

同

尾

畑

典

昭

同

八
三
〇
―
二
八

監

事

大

磯

浩

範

大

磯

浩

範

同

八
五
〇
―
一

同

小

笠

直

昭

同

六
二
三

同

滝

健

次

同

七
六
三
―
一

同

黒

澤

博

幸

同

二
四
一



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
南
市
那
賀
川
町

令
和
七
年
三
月
三
日

江
野
島
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
波
市
阿
波
町

令
和
七
年
三
月
十
日

吉
野
川
北
岸
土
地
改
良
区



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
福
井
町
露
口
七
六
番

三
地
先
か
ら

四
・
一
～
一
八
・
七

一
、
四
三
五
・
三

同

大
宮
一
七
七

旧

番
地
先
ま
で

６

由
岐
大
西

２

同

七
・
五
～
六
二
・
一

一
、
六
四
四
・
一

同

四
・
一
～
一
八
・
七

一
、
四
三
五
・
三

新

同

七
・
五
～
六
二
・
一

一
、
六
四
四
・
一



徳
島
県
告
示
第
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局
阿
南
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
三
月
二
十
五
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

阿
南
市
福
井
町
露
口
七
六
番
三
地

６

先
か
ら

由
岐
大
西

一
、
六
四
四
・
一

令
和
七
年
三
月
二
十
五
日

２

同

大
宮
一
七
七
番
地

先
ま
で



徳島県公安委員会規則第５号

組織改編に伴う関係規則の整備に関する規則を次のように定める。

令和７年３月25日

徳島県公安委員会委員長 岡 田 好 史

組織改編に伴う関係規則の整備に関する規則

（交番等の設置に関する規則の一部改正）

第１条 交番等の設置に関する規則（昭和47年徳島県公安委員会規則第５号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「、検問所」を削る。

（徳島県公安委員会公印規則の一部改正）

第２条 徳島県公安委員会公印規則（平成15年徳島県公安委員会規則第６号）の一部を次

のように改正する。
「２ 捜査第二課長

「２ 許可事

別表の１の(1)一般公印の表保管責任者の欄中
３ 運転免許課長」

を ３ 捜査第

４ 運転免

務指導室長

二課長 に改め、同表の１の(2)専用公印の表３号印の項、９号印の項、10号印の

許課長 」

項及び12号印の項中「生活安全企画課長」を「許可事務指導室長」に改める。

附 則

この規則は，令和７年４月１日から施行する。


